
        

平成１７年度 文部科学省  

２１世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム 

「新たな時代に対応した共同・受託研究契約のあり方」 

第２回研究会 

                           

 

                                

 

【日 時】  平成１７年 9月２６日（月）  １３時３０分～１６時３０分     

【場 所】  東京大学 産学連携プラザ 

【議 題】 １．東京大学における共同研究・受託研究における現状・問題点 

                   東京大学 中筋 亨知的財産権統括主幹 

２．京都大学における共同研究・受託研究における現状・問題点 

京都大学 年光 昭夫融合部門長 

３．各大学の共同研究・受託研究契約交渉で議論となった具体的事例紹介   

４．今後の研究会の進め方（日時、場所、テーマ等） 

 

【配布資料】  

１． 「新たな時代に対応した共同・受託研究契約のあり方」 

第２回研究会資料 

 

２．産学連携活動、知的財産本部活動等パンフレット 

  （東京大学・慶應義塾大学・東京農工大学・横浜国立大学・名古屋大学・ 

大阪大学・山口大学） 

３．各大学の共同研究・受託研究契約交渉で議論となった具体的事例紹介 

から議題としたい事項（電気通信大学）   

 

【参考資料】平成１７年度 文部科学省  

２１世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム 

「新たな時代に対応した共同・受託研究契約のあり方」 

第１回研究会 議事録 
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